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Ⅰ【有価証券届出書の訂正理由】
平成23年２月25日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」という。）の一部に訂正す
べき事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

Ⅱ【訂正箇所および訂正事項】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】

　1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的および基本的性格】
＜訂正前＞

①　当ファンドは、確定拠出年金法に基づいて加入者が拠出した資金を運用するためのファンドであ

り、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等を主要投資対象とした「ステート・ストリート外

国債券インデックス・マザー・ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）に投資するこ
とにより、中長期的にシティグループ世界国債指数（除く日本、円ベース）

※
に連動した投資成果

の獲得をめざして運用を行います。
※シティグループ世界国債指数（除く日本、円ベース）とは、世界主要先進国の日本を除く22ヶ国（2011年1月

末現在）を投資対象国として、シティグループ社が開発した世界国債指数です。なお、この投資対象国に関し

ては定期的な見直しにより変更されることがあります。

（略）

＜訂正後＞

①　当ファンドは、確定拠出年金法に基づいて加入者が拠出した資金を運用するためのファンドであ

り、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等を主要投資対象とした「ステート・ストリート外

国債券インデックス・マザー・ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）に投資するこ
とにより、中長期的にシティグループ世界国債指数（除く日本、円ベース）

※
に連動した投資成果

の獲得をめざして運用を行います。
※シティグループ世界国債指数（除く日本、円ベース）とは、世界主要先進国の日本を除く22ヶ国（平成23年９

月末現在）を投資対象国として、シティグループ社が開発した世界国債指数です。なお、この投資対象国に関

しては定期的な見直しにより変更されることがあります。

（略）

(2)【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

平成23年3月15日　投資信託契約締結、設定、運用開始（予定）

＜訂正後＞

平成23年3月15日　投資信託契約締結、設定、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

①　当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行い、マザーファンドへの投資を通じ

て、日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等に投資します。「ファミリーファンド方式」

とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファ

ンドの受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの収益は

すべてベビーファンドに還元されます。

（略）

②　ファンドの関係法人

（略）

2) 中央三井アセット信託銀行株式会社 (以下「受託会社」といいます。)

（再信託受託会社：日本トラスティー・サービス信託銀行株式会社）
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受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につ

き、日本トラスティー・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託するこ

とがあります。

（略）

③　委託会社の概況（平成23年１月31日現在）

（略）

3)　大株主の状況　

(平成22年１月31日現在)

氏名または名称 住所 所有株数 所有比率

ステート・ストリート・グローバ

ル・アドバイザーズ・インターナ

ショナル・ホールディングス・イ

ンク

アメリカ合衆国デラウェア州

ウィルミントン　センターヴィル

・ロード2711

6,200株100％

＜訂正後＞

①　当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行い、マザーファンドへの投資を通じ

て、日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等に投資します。「ファミリーファンド方式」

とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファ

ンドの受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益は

すべてベビーファンドに還元されます。

（略）

②　ファンドの関係法人

（略）

2) 中央三井アセット信託銀行株式会社 (以下「受託会社」といいます。)

（注） 平成24年4月1日付で中央三井信託銀行株式会社および住友信託銀行株式会社と合併し、新商号は三井

住友信託銀行株式会社となる予定です。

（再信託受託会社：日本トラスティー・サービス信託銀行株式会社）

受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につ

き、日本トラスティー・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託するこ

とがあります。

（略）

③　委託会社の概況（平成23年9月30日現在）

（略）

3)　大株主の状況　

(平成23年9月30日現在)

氏名または名称 住所 所有株数 所有比率

ステート・ストリート・グローバ

ル・アドバイザーズ・インターナ

ショナル・ホールディングス・イ

ンク

アメリカ合衆国デラウェア州

ウィルミントン　センターヴィル

・ロード2711

6,200株100％

2【投資方針】

(3)【運用体制】

＜訂正前＞
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委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理、運用モデル／プロセス

の改善の任に就いていますが、常にボストン本社を中心とした海外拠点の当該ストラテジーに関わ

る運用担当者と意見・情報交換を行いながら、モデルの問題点・改善点、パフォーマンス、市場・運

用情報などにつきコミュニケーションを保っています。

運用の報告は、委託会社の投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベ

ストメント・オフィサー、運用部長、各運用戦略責任者、業務管理部の運用評価グループ責任者、コ

ンプライアンス責任者等により構成されています。なお、投資政策委員会においては、全ファンドの

毎月末のポートフォリオ構成、パフォーマンス、取引先別の売買高、売買手数料などを確認し、ガイ

ドラインからの乖離や、同一戦略の受託資産間でのパフォーマンスの乖離状況等の報告を受けま

す。運用担当者は、投資戦略別に毎月の投資行動を報告した上で、ガイドラインからの乖離やパ

フォーマンスの格差、発注取引先の集中等が生じている場合には、その理由及び顧客への説明状況

について報告します。

＜訂正後＞
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委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理、運用モデル／プロセス

の改善の任に就いていますが、常にボストン本社を中心とした海外拠点の当該ストラテジーに関わ

る運用担当者と意見・情報交換を行いながら、モデルの問題点・改善点、パフォーマンス、市場・運

用情報などにつきコミュニケーションを保っています。

運用の報告は、委託会社の投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベ

ストメント・オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部責任者、コンプライアンス責任者等により

構成されています。なお、投資政策委員会においては、各ファンドのパフォーマンス、取引先別の売

買高、売買手数料などを確認し、ガイドラインからの乖離や、同一戦略のファンド間でのパフォーマ

ンスの乖離状況等の報告を受けます。

(4)【分配方針】

＜訂正前＞

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

①　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入および売買益等(評価益を含みます。)の範囲内

とします。

②　収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額

が少額の場合は分配を行わないこともあります。

③　収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま

す。

＜訂正後＞
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毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

①　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入および売買益等(評価益を含みます。)の範囲内

とします。

②　収益分配金額は委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が

少額の場合は分配を行わないこともあります。

③　収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま

す。

＜収益分配金に関する留意事項＞

・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる

と、その金額相当分、基準価額は下がります。 

・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超

えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ

とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものでは

ありません。

・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに

相当する場合があります。

3【投資リスク】

＜訂正前＞

(1)　ファンドのリスク特性

当ファンドは、主にマザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の国債お

よび政府機関債等に投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動す

る場合がありますので、受益権のお申込者はこの点を充分にご理解頂いたうえ、当ファンドの受益権

へのお申込みを行ってください。なお、当ファンドは、金融機関の預金とは異なり、元本が保証されて

いる商品ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、すべて当ファンドの受益者に帰属します。

（略）

＜訂正後＞

(1)　ファンドのリスク特性

当ファンドは、主にマザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の国債お

よび政府機関債等に投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動す

る場合がありますので、受益権のお申込者はこの点を充分にご理解頂いたうえ、当ファンドの受益権

へのお申込みを行ってください。なお、当ファンドは、金融機関の預金とは異なり、元本が保証されて

いる商品ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、すべて当ファンドの受益者に帰属します。し

たがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を

被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

（略）

５【運用状況】

原届出書の第二部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、５　運用状況は、以下の内容に更新・訂正されま

す。

（１）【投資状況】

（平成23年9月30日現在）

種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 4,911,276100.00

コール・ローン、その他資産（負債控除後） △48 △0.00

純資産総額 4,911,228100.00

（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

＜参考情報＞
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親投資信託受益証券（ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド）

（平成23年9月30日現在）

種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)

国債証券 アメリカ 92,170,549,56139.79

フランス 22,931,621,5869.90

ドイツ 22,135,762,3739.56

イタリア 20,804,290,5588.98

イギリス 18,660,115,4248.06

スペイン 9,645,929,3304.16

カナダ 6,621,019,1102.86

ベルギー 6,252,366,2802.70

オランダ 5,947,757,3072.57

オーストリア 4,069,285,6621.76

オーストラリア 2,879,248,7571.24

デンマーク 2,054,438,4730.89

メキシコ 1,895,861,9840.82

ポーランド 1,698,701,5340.73

アイルランド 1,673,435,8190.72

スウェーデン 1,550,885,9900.67

フィンランド 1,537,884,2890.66

ポルトガル 1,485,324,8740.64

マレーシア 1,126,282,2920.49

スイス 1,061,041,3580.46

シンガポール 895,215,7820.39

ノルウェー 677,837,5620.29

　小計 227,774,855,90598.34

コール・ローン、その他資産（負債控除後） 3,854,372,4601.66

純資産総額 231,629,228,365100.00

（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

（平成23年9月30日現在）

順
位

国/
地域名

種類 銘柄名 業種 数量
簿価
単価 簿価金額

評価
単価 評価金額

投資比
率

（口） （円） （円） （円） （円） （％）

1 日本
親投資信
託受益証
券

ステート・ストリート外国
債券インデックス・マザー
・ファンド

― 3,470,3761.44825,025,8421.41524,911,276100.00

投資比率：合計 100.00

（注１）投資有価証券は1銘柄です。

（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

種類別及び業種別投資比率

種類 業種 投資比率(％)

親投資信託受益証券 ― 100.00

　合　計 100.00

（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
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②【投資不動産物件】

該当する事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当する事項はありません。

＜参考情報＞

親投資信託受益証券（ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド）

①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）

（平成23年9月30日現在）

順
位

国/
地域名

種類 銘柄名 利率 償還日 数量
簿価
単価 簿価金額

評価
単価 評価金額

投資比
率

（％） （額面） （円） （円） （円） （円） （％）

1
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.2502013/11/1530,000,0008,3142,494,058,3958,3052,491,365,6811.08

2
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B0.3752013/06/3026,800,0007,6602,052,936,1127,6812,058,554,4040.89

3
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B1.1252012/12/1525,500,0007,7211,968,776,9417,7501,976,182,8260.85

4
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B1.5002013/12/3124,500,0007,7221,892,009,4377,8681,927,659,9650.83

5
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.5002015/11/1521,800,0008,4791,848,510,5628,8401,927,228,2880.83

6
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.2502015/08/1521,000,0008,3981,763,572,7818,7131,829,719,7380.79

7
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.0002012/11/1522,000,0008,1051,782,999,1877,9921,758,165,0470.76

8
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.5002016/02/1519,750,0008,5081,680,391,8118,8841,754,513,4410.76

9
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.2502013/08/1521,000,0008,2721,737,134,2808,2331,728,863,8980.75

10
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B1.8752015/06/3021,200,0007,6271,616,855,1008,0191,700,008,3710.73

11
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B2.6252020/08/1520,000,0007,1071,421,306,9238,1901,637,915,4540.71

12
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B0.6252014/07/1520,700,0007,7361,601,281,9767,7121,596,444,6610.69

13
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.1252012/08/3120,000,0008,0801,615,938,3667,9431,588,571,2500.69

14
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B11.2502015/02/1515,095,00010,4641,579,579,74510,4181,572,569,2870.68

15
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.3752039/11/1515,000,0007,2701,090,430,1819,7141,457,128,7640.63

16
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.2502039/05/1515,200,0007,1271,083,342,6479,5121,445,792,0450.62

17
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.1252015/05/1516,500,0008,3591,379,182,6128,6351,424,791,1250.62

18
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B2.6252020/11/1517,000,0007,2561,233,602,2368,1751,389,783,6140.60

19
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B3.6252013/05/1517,000,0008,1321,382,455,2608,0791,373,495,4890.59

20
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B3.5002020/05/1515,500,0007,6821,190,688,7658,7581,357,470,7330.59

21
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.2502017/11/1515,000,0008,3251,248,772,4489,0351,355,267,8120.59

22
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B3.5002018/02/1515,500,0008,0041,240,685,0438,7011,348,650,4640.58

23
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.5002038/05/1513,300,0007,461992,366,5019,8511,310,145,8580.57

24
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B8.7502017/05/1512,000,00010,3391,240,651,99410,8741,304,822,7590.56

25
イギリ
ス

国債証
券

UK GILT BOND4.7502038/12/079,000,00012,4971,124,712,16214,4421,299,750,7470.56

26
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B4.7502017/08/1514,000,0008,5531,197,472,2909,2241,291,409,3170.56

27
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B1.8752014/04/3016,000,0007,7791,244,700,1857,9571,273,156,5000.55

28
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B2.6252018/04/3015,300,0007,7711,188,979,2308,2831,267,297,5650.55

29
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B2.3752014/10/3115,000,0007,8591,178,852,4728,1151,217,297,8120.53

30
アメリ
カ

国債証
券

US TREASURY N/B2.3752014/08/3115,000,0007,8881,183,170,5988,0961,214,423,4370.52
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投資比率：合計 20.26

（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）平成23年9月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。

種類別及び業種別投資比率

種類 業種 投資比率(％)

国債証券 ― 98.34

　合　計 98.34

（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

（注２）平成23年9月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。

②投資不動産物件

該当する事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

該当する事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

平成23年9月30日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間・月末 純資産総額（円）
１口当たりの

純資産額（円）

平成23年 3月末日 1,017,576 1.0176

4月末日 1,036,042 1.0360

5月末日 1,669,621 1.0212

6月末日 2,362,106 1.0172

7月末日 3,592,375 0.9843

8月末日 4,368,302 1.0059

9月末日 4,911,228 0.9752

②【分配の推移】

該当する事項はありません。

③【収益率の推移】

計算期間 収益率

自平成23年 3月15日

至平成23年 9月30日
△2.5％

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を

控除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。

（４）【設定及び解約の実績】

計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）

自平成23年 3月15日

至平成23年 9月30日
5,036,032 0 5,036,032

（注１）日本国外における設定、解約はありません。

（注２）設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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＜参考情報＞　運用実績
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第３【ファンドの経理状況】

原届出書の第二部　ファンド情報、第３　ファンドの経理状況につきましては、末尾に以下の中間財務諸表

が、追加されます。

（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に

関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成23年3月15日

から平成23年9月14日まで)の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けておりま

す。
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中間財務諸表
　　　　ステート・ストリートＤＣグローバル債券インデックス・オープン
（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

当中間計算期間末
（平成23年 9月14日現在）

資産の部

流動資産

親投資信託受益証券 4,276,781

未収入金 3,000

流動資産合計 4,279,781

資産合計 4,279,781

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 443

未払委託者報酬 2,069

その他未払費用 64

流動負債合計 2,576

負債合計 2,576

純資産の部

元本等

元本 1
 4,342,478

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 3
 △65,273

元本等合計 4,277,205

純資産合計 4,277,205

負債純資産合計 4,279,781
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（2）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

当中間計算期間
自 平成23年 3月15日
至 平成23年 9月14日

営業収益

有価証券売買等損益 △76,426

営業収益合計 △76,426

営業費用

受託者報酬 443

委託者報酬 2,069

その他費用 64

営業費用合計 2,576

営業損失（△） △79,002

経常損失（△） △79,002

中間純損失（△） △79,002

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 13,729

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

13,729

中間剰余金又は中間欠損金（△） △65,273
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（3）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区　分

当中間計算期間

自 平成23年 3月15日

至 平成23年 9月14日

１ 有価証券の評価基準及び評価

方法

親投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ

ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま

す。

（中間貸借対照表に関する注記）

区　分
当中間計算期間末

（平成23年 9月14日現在）

１ 期首元本額 1,000,000円

期中追加設定元本額 3,342,478円

期中一部解約元本額 ―　円

２ 中間計算期間末日における受益権の総

数

4,342,478口

３ 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、

その差額は65,273円です。

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

当中間計算期間（自 平成23年3月15日　至 平成23年9月14日）

該当する事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分
当中間計算期間末

（平成23年 9月14日現在）

１ 中間貸借対照表計上

額、時価及びこれら

の差額

　中間貸借対照表計上額は期末時価を計上しているため、その差額はありませ

ん。

２ 金融商品の時価の算

定方法

(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品　

有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済さ

れることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額

を時価としております。

(2)有価証券

売買目的有価証券

「中間注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載してお

ります。
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(3)デリバティブ取引

該当する事項はありません。

３ 金融商品の時価等に

関する事項について

の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該

価額が異なることもあります。

（有価証券関係に関する注記）

当中間計算期間末（平成23年9月14日現在）

該当する事項はありません。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

当中間計算期間末（平成23年9月14日現在）

該当する事項はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

当中間計算期間末

（平成23年 9月14日現在）

1口当たり純資産額 0.9850円

（1万口当たり純資産額） （9,850円）

次へ
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＜参考＞

　当ファンドは「ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資

対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託

の受益証券であります。

　なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。

「ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

（1）貸借対照表

                                                                          　　（単位：円）

区　分 注記

番号

（平成23年 9月14日現在）

金　額

資産の部

流動資産

預金 243,591,943

コール・ローン 95,244,581

国債証券 228,307,902,975

派生商品評価勘定 1,416,990

未収入金 505,344,650

未収利息 2,700,558,181

前払費用 187,921,986

流動資産合計 232,041,981,306

資産合計 232,041,981,306

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 442,000

未払解約金 741,016,501

流動負債合計 741,458,501

負債合計 741,458,501

純資産の部

元本等

元本 1 161,845,236,259

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 69,455,286,546

元本等合計 231,300,522,805

純資産合計 231,300,522,805

負債純資産合計 232,041,981,306

（2）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区　分
自 平成23年 3月15日

至 平成23年 9月14日

１ 有価証券の評価基準及び評価

方法

国債証券

　個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって

は、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は

使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しており

ます。
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２ デリバティブ等の評価基準及

び評価方法

為替予約取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に

あたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場におい

て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受

渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に

最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

３ その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」

（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国

通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61

条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外

貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建

純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨

の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対す

る円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資

勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とす

る計理処理を採用しております。

（貸借対照表に関する注記）

区　分 （平成23年 9月14日現在）

１ 本報告書における開示対象ファンドの期

首における当該親投資信託の元本額

180,093,021,439円

同期中における追加設定元本額 7,473,677,073円

同期中における一部解約元本額 25,721,462,253円

同中間期末における元本の内訳

ファンド名

ステート・ストリートDC外国債券イン

デックス・オープン

4,381,215,571円

ステート・ストリートＤＣグローバル債

券インデックス・オープン

2,992,640円

ステート・ストリート外国債券インデッ

クス・ファンド

1,335,480,123円

ステート・ストリート海外国債インデッ

クス・ファンド〈適格機関投資家限定〉

1,707,423,975円

ステート・ストリート外国債券インデッ

クス・ファンド／為替ヘッジ付き（年金

1）＜適格機関投資家限定＞

3,222,015,876円

ステート・ストリート外国債券パッシブ

・ファンド＜適格機関投資家限定＞

31,818,283,543円

ステート・ストリート・バランスファン

ドVA30A＜適格機関投資家限定＞

139,873,420円

ステート・ストリート・バランスファン

ドVA30B＜適格機関投資家限定＞

11,859,641,308円

ステート・ストリート・バランスファン

ドVA40A＜適格機関投資家限定＞

9,969,117円
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ステート・ストリート・バランスファン

ドVA40B＜適格機関投資家限定＞

100,563,006円

ステート・ストリート・バランスファン

ドVA50A＜適格機関投資家限定＞

18,185,258円

ステート・ストリート・バランスファン

ドVA50B＜適格機関投資家限定＞

19,024,213,992円

ステート・ストリート外国債券インデッ

クス・ファンドVA1＜適格機関投資家限定

＞

3,107,361,838円

ステート・ストリート・バランスファン

ドVA50C＜適格機関投資家限定＞

91,036,437円

ステート・ストリート・バランスファン

ドVA25A＜適格機関投資家限定＞

12,121,917,145円

ステート・ストリート・バランスファン

ドVA37.5A＜適格機関投資家限定＞

3,229,840,468円

ステート・ストリート・バランスファン

ドVA75A＜適格機関投資家限定＞

105,027,483円

ステート・ストリート4資産バランス20VA

＜適格機関投資家限定＞

3,415,622,968円

ステート・ストリート4資産バランス40VA

＜適格機関投資家限定＞

9,303,629,974円

ステート・ストリート4資産バランス30VA

＜適格機関投資家限定＞

3,364,616,283円

ステート・ストリート・バランスファン

ドVA35A＜適格機関投資家限定＞

9,602,254,803円

ステート・ストリート・バランスファン

ドVA40C＜適格機関投資家限定＞

1,597,733,694円

ステート・ストリート世界４資産バラン

スＶＡ４５＜適格機関投資家限定＞

2,359,931,695円

ステート・ストリート外国債券インデッ

クス・ファンド（年金）＜適格機関投資

家限定＞

5,755,891,224円

ステート・ストリート世界４資産バラン

スＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞

210,839,446円

ステート・ストリート・グローバル４資

産３０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞

228,249,174円

ステート・ストリート・グローバル４資

産４５ＶＡ＜適格機関投資家限定＞

157,583,898円

ステート・ストリート外国債券インデッ

クス・ファンドＶＡ２＜適格機関投資家

限定＞

124,349,254円

ステート・ストリート４資産バランス３

０ＶＡ2＜適格機関投資家限定＞

181,278,867円

ステート・ストリート・バランスファン

ドＶＡ２５Ｂ＜適格機関投資家限定＞

1,738,696,250円

ステート・ストリート・バランスファン

ドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家限定＞

17,502,816円

ステート・ストリート・バランスファン

ドＶＡ３５Ｂ＜適格機関投資家限定＞

12,965,261円

ステート・ストリート・バランスファン

ドＶＡ５０Ｄ＜適格機関投資家限定＞

102,937円
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ステート・ストリート外国債券インデッ

クス・ファンドＶＡ３＜適格機関投資家

限定＞

22,783,984,565円

ステート・ストリート外国債券インデッ

クス・ファンドＡ＜適格機関投資家限定

＞

812,909,146円

ステート・ストリート４資産インデック

スバランスＶＡ２０＜適格機関投資家限

定＞

2,456,887,858円

ステート・ストリート世界分散ファンド

ＶＡ２５Ａ＜適格機関投資家限定＞

4,401,018,295円

ステート・ストリート外国債券インデッ

クス・ファンドＡ／為替ヘッジ付き＜適

格機関投資家限定＞

1,043,791,677円

ステート・ストリート４資産インデック

スバランスＶＡ３０＜適格機関投資家限

定＞

191,687円

ステート・ストリート４資産インデック

スバランスＶＡ４０＜適格機関投資家限

定＞

163,287円

計 161,845,236,259円

２ 本報告書における開示対象ファンドの中

間計算期間末日における当該親投資信託

の受益権の総数

161,845,236,259口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分 （平成23年 9月14日現在）

１ 貸借対照表計上額、

時価及びこれらの差

額

　貸借対照表計上額は期末時価を計上しているため、その差額はありません。

２ 金融商品の時価の算

定方法

(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品　

有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済

されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価

額を時価としております。

(2)有価証券

売買目的有価証券

「注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しておりま

す。

(3)デリバティブ取引

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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３ 金融商品の時価等に

関する事項について

の補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定

の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額

が異なることもあります。

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」におけるデリバティ

ブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る

市場リスクを示すものではありません。

（有価証券関係に関する注記）
（平成23年9月14日現在）
該当する事項はありません。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連

 （単位：円）

（平成23年 9月14日現在）

区分 種　類 契 約 額等 時　価 評価損益

うち1年超

市場取引

以外の取

引

為替予約取引

売建

アメリカ・ドル 329,541,800― 328,491,1001,050,700

イギリス・ポンド 69,626,190― 69,260,700365,490

シンガポール・ドル 6,217,100 ― 6,217,000 100

ユーロ 310,429,700― 310,871,000△441,300

合　　計 715,814,790― 714,839,800974,990

 (注)１．時価の算定方法

(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価

しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発

表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算してお

ります。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、

当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の

対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

２．換算において円未満の端数は切り捨てております。

３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

（平成23年 9月14日現在）
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本報告書における開示対象ファンドの

中間計算期間末日における当該親投資

信託の1口当たり純資産額 1.4291円

（1万口当たり純資産額） （14,291円）
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

 （平成23年9月30日現在）

Ⅰ 資産総額 4,911,764円

Ⅱ 負債総額 536円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,911,228円

Ⅳ 発行済口数 5,036,032口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

（1万口当たりの純資産の額）

0.9752

（9,752

円

円）

＜参考情報＞

親投資信託受益証券（ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド）

 （平成23年9月30日現在）

Ⅰ 資産総額 232,449,189,157円

Ⅱ 負債総額 819,960,792円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 231,629,228,365円

Ⅳ 発行済口数 163,667,219,135口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

（1万口当たりの純資産の額）

1.4152

（14,152

円

円）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】（下記の内容に更新されます。）
１【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

①　資本金の額

委託会社の資本金の額は金3億1千万円です(平成23年９月30日現在)。

②　発行する株式の総数

委託会社の発行する株式の総数は6,200株です(平成23年９月30日現在)。

③　発行済株式の総数

委託会社の発行済株式総数は6,200株です(平成23年９月30日現在)。

④　最近5年間における主な資本金の額の増減

該当事項はありません。

（略）

(2) 委託会社の機構

②　各部の業務分掌体制は以下の通りとなっています。

部署名 業務内容

営業本部

年金営業部
投資運用業務、投資助言業務に係る顧客の開拓・サポー

ト、コンサルタントとの折衝

金融法人第一部

金融法人第二部

投資運用業務、投資助言業務に係る顧客の開拓・サポー

ト、投資信託販売会社との交渉・連絡、コンサルタントと

の折衝等

証券営業本部 証券営業部 グループ会社の運用するETF、海外ファンド等の国内投資

家向け需要喚起・勧誘、自社設定投信の企画・勧誘等

運用本部 運用部
投資一任・助言に係る資産及び投資信託の運用の指図、

売買発注、運用報告の作成、運用手法・運用モデルの研究

開発等

業務管理本部 業務管理部
資産運用管理業務、投資信託管理業務、運用報告書等の作

成、投資パフォーマンスの計測・要因分析等

総合企画本部

企画調査部 商品設計、企画提案書の作成、契約締結手続き、勧誘資料

作成、広告、営業イベント企画等

財務部
会社経理・決算、税務申告、予算管理等の経理業務、ディ

スクロージャー資料作成等

人事部 福利厚生、給与支払等の人事に関する事務的業務

インフラストラクチャー・

サービス部

電子情報処理組織の保守および管理に関する業務[コン

ピューター機器及び付属機器の設置・保守管理] 、SSgA

のソフトウェアの開発・PC管理・サポート、システム管

理

テクノロジー・サービス部
電子情報処理組織の保守および管理に関する業務[ソフ

トウェアの開発・保守管理、セキュリティ管理]

総務部

備品の購入・管理、オフィスの安全・防犯管理等の総務

関連業務（総務業務）、メンテナンスを含む施設管理に

関する業務（管財業務）および対外広報管理等の広報に

関する業務（広報業務）

内部管理本部

コンプライアンス・

リスクマネジメント部

法令遵守状況の確認・指導、投資判断その他に関するリ

スク管理、内部管理責任者、情報管理責任者、広告審査、内

部監査対応等

法務部 法務調査・契約書類等の作成等の法務的業務
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内部監査部
経営諸活動の内部統制システムの妥当性や有効性につい

て検証・評価し、その結果及び改善案を経営陣に対して

報告

（略）

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設

定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま

す。また金融商品取引法に定める投資助言業、第1種金融商品取引業及び第2種金融商品取引業を行っていま

す。

平成23年９月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、合計114本であり、その純資産総額は

877,783百万円です(親投資信託は除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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第２【その他の関係法人の概況】（下記の内容に更新されます。）

1. 受託会社

① 名　　称

中央三井アセット信託銀行株式会社

（注） 平成24年4月1日付で中央三井信託銀行株式会社および住友信託銀行株式会社と合併し、新商

号は三井住友信託銀行株式会社となる予定です。

（再信託受託銀行:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

② 資本金の額（平成23年3月末日現在)

11,000百万円

（51,000百万円）

③ 事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基

づき信託業務を営んでいます。

2. 販売会社

（1） 名称、資本金の額及び事業の内容

(1)　名　　称 (2)　資本金の額 (3)　事業の内容

損保ジャパンDC証券株式会社 3,000百万円

(平成23年3月現在)

金融商品取引法に基づく第1種金融商品

取引業を営んでいます。

（2）【関係業務の概要】

①受託会社は主として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通知、外

国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。

②販売会社は主として、受益権の募集取扱、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金及び解約金

の支払いの取扱い、目論見書・運用報告書の交付等を行います。

（3）【資本関係】

該当事項はありません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成２２年６月２１日

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
公認会計士　　松村　直孝　印

業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士　　高木　竜二　印

業 務 執 行 社 員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の平成21年4月1

日から平成22年3月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本

等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

追加情報

　　重要な後発事項に記載のとおり、私募投資信託4ファンドの繰上償還を翌年事業年度で予定しており、翌

年事業年度の損益に影響を与える可能性が生じている。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報

告書提出会社)が別途保管しております。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

平成23年10月12日

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

取　締　役　会　　御　中

あらた監査法人
指 定 社 員

公認会計士　　和田　渉 　
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられているステート・ストリートＤＣグローバル債券インデックス・オープンの平成23年３月15日から

平成23年９月14日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並

びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に

中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手

続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表

に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に準拠して、ステート・ストリートＤＣグローバル債券インデックス・オープンの平成23年９月14日現在の信託

財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成23年３月15日から平成23年９月14日まで)の損益の状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員

との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報

告書提出会社)が別途保管しております。財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

次へ
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成２３年６月２０日

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
公認会計士　　高木　竜二　印

業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士　　丘本　正彦　印

業 務 執 行 社 員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の平成22年4月1

日から平成23年3月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本

等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報

告書提出会社)が別途保管しております。
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